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この頃、「ささえあい」「たすけあい」という言葉を聞くことが多くありませんか？ 一つの

理由は、日本の人口構成の問題です。団塊世代が後期高齢者（７５歳）になる２０２５年問

題、その後も高齢者人口は増え続け、一方生産年齢人口（１５～６４歳）は急速に減少しま

す。つまりは高齢化率の上昇、２０６０年には驚くことに４０％に達すると言われています。

一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加し、医療・介護・福祉の財政需要は増加の一方、支

え手の減少は財政逼迫です。さあ、どうしましょう・・・。 

もう、みんなで、みんなを、支えるほかないのです。もちろん、専門職の力は必要です。 

国や自治体の制度（介護保険制度や行政が行う事業）は、絶対おろそかにしてはなりません。

でも、地域の主人公は私たち市民。私たちが生活の中でできることはたくさんあるのではな

いでしょうか。それが“「ささえあい」「たすけあい」の地域づくり”です。 

「生活支援体制整備」と言われる事業で、介護保険財政の一部を使って、今まで国が一律に

決めてきた制度を自治体に任せてその地域に合った事業にしていくという「地域支援事業」

の一環で、杉並区でもその体制づくりが進んでいます。 

でも、これって、私たち「おでかけサービス杉並」が１０年以上前から行ってきたことです。

『住み慣れた地域で暮らせるように、杉並のまちをみんなの力を出し合ってつくっていこう』

こんな想いで活動してきたことが、今まさに必要とされる時代になってきました。 

やがてはみんな高齢者。今日助けている人は、明日は助けられる人に。そんな「ささえあい」

「たすけあい」の地域づくりをめざしましょう！！ 

理事長 樋口 蓉子 

 ひとり暮らしの方、あるいは家族がいても気兼ねなく出かけたいと 

いう方からの付き添いの相談が増えています。「通院や買い物などに誰か 

付き添ってくれる人はいないかしら」「これからの季節、散歩がてら近所 

の桜を見に行きたいな」などなど。いろいろなところが弱ってくると一 

人での外出は不安、でも一緒に行ってくれる人がいたら安心ですよね。 

そんな方々をネコの手サポーターがお手伝いしています。 

あなたもサポーター登録をし、空いている時間で少しお手伝いいただけ 

ませんか。利用される方の気持ちに寄り添える方なら特別な資格はいり 

ませんし、あなたの得意な分野での登録でも構いません。サポート中の 

他愛ないおしゃべりから利用者との素敵な関係が生まれたり、新しい発 

見がきっとあります。ネコの手サポートは、助けたり助けられたりが当たり前になる暮ら

し方をめざしています。人と人とが、暖かくつながる地域を、ご一緒につくっていきませ

んか。        
コーディネーター  野口 恭子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１日以降の新料金表（変更は運賃部分のみ） 

算 定 基 準   乗車～降車 

運 賃  １キロまで２００円 以降１キロ毎に１６８円加算 

迎 車 回 送 料 金  ３０９円 

乗 降 介 助 料 金  片道２０６円 

軽 介 助 料 金  １５分まで２５７円 以降１５分毎に２５７円加算 

待 機 料 金   ３０分まで３０９円 以降３０分毎に３０９円加算 

キ ャ ン セ ル 料  当日キャンセル６５０円 

年 会 費  ２０００円 

ネ コ の 手 サ ポ ー ト 

最初の３０分まで５００円 以降１５分毎に２５０円加算 

一部のご利用者のみなさまには、すでに書状でご案内を差し上げましたが、４月１日から移動サービスの利

用料金を改定することとなりました。今回の改定の背景につき説明をさせていただきます。 

  

わたくしたちの移動サービス（福祉有償運送）利用料金は国土交通省の指導により、一般タクシー料金の半

額程度に設定を行うこととなっておりますが、今年１月３０日から、料金設定の基準となるタクシー料金が

改定され、東京２３区及び三鷹市、武蔵野市では新料金が適用されています。 

改定されたタクシー料金は、これまで初乗り２キロであったものを１キロに改め、新たに１キロ以内の料金

を設定し、併せて中距離、遠距離とも若干の料金修正を行っています。この改定に伴う措置として、わたく

したち福祉有償運送団体の活動を管理・監督する立場にある「杉並区福祉有償運送運営協議会」から、タク

シー料金の改定に準じて福祉有償運送の料金も改定することが望ましい、との指導を昨秋来受けておりまし

た。その後法人内で検討を進めた結果、同協議会の指導に沿って料金の改定を実施することとなりました。 

  

おでかけサービスの新料金は以下の「新料金表」のとおりとなりますが、改定タクシー料金の半額を目安と

して設定をいたしました。なお改定は運賃部分のみであり、迎車料金、乗降介助料、軽介助料、待機料など

他の部分についての変更はありません。 

今後ともわたくしたちは、安全、安心の運行を第一義とし、移動サービスとは別に行っています「ネコの手

サポート」と併せ、みなさまの楽しく快適な外出のお手伝いをさせていただきます。 

 

 


